
運営主体の法人名（事業者名）

運 営 主 体 の 代 表 者 氏 名

事 業 所 名

所 在 地

設 立 年 月 日

指定介護予防支援事業所番号

職　　種 人員

1名

2名(うち1名管理者）

1名

主任介護支援専門員 4名

1名

営業日

営業時間

事業所の名称

代表者名

所在地

連絡先

　5（サービス利用料及び利用者負担）　

(1) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、原則として利用者の　

1ヶ月 4,420円（月額）

初回加算 3,000円（1件あたり）

委託連携加算 3,000円（1件あたり）※居宅介護支援事業所に委託した初回のみ

 (1) 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族と面接を行うことにより、利用者

　の置かれている環境や立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

 (2) 利用者が有する「できる力」を可能な限り引き出し、保健・医療・福祉サービ

　ス、その他社会資源について情報を提供し、利用者の選択と自己決定に基づき総

　合的かつ効果的なサービス利用となるよう支援します。

 (3) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供にあたっては、利用者の意思及び

　人格を尊重し、守秘義務を守り利用者に提供されるサービス等が、特定の種類又は事業

　者に不当に偏することのないように公正・中立に行います。

月曜から金曜日（祝祭日､12月29日～1月3日を除く）

午前８時半～午後５時１５分

　6（サービス方針）

　5（介護予防支援(介護予防プラン作成等)を地域包括支援センターから受託する事業者）

　場合は、事業所へ料金をお支払いいただきます。

　負担はありません。ただし、介護保険料の滞納等により、法定代理受領ができない

　　　　　　　　　　

　　　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する重要事項説明書

　　  　介護保険法等の関係法令の趣旨に従い、利用者に対し住み慣れた地域で可能な限り自立　　　　

　 　　した生活を営むことができるよう支援します。

北島町

北島町長　古川　保博

Tel ０８８－６９８－８９５１： Fax ０８８－６９７－０５１７

平成18年4月1日

3601500022

所長　稲井　敏子

介護支援専門員

徳島県板野郡北島町中村字上地２３番地の１

　1（事業の目的）

　2（事業所の概要）

北島町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所

　3（事業所の職員体制）

　4（営業日及び営業時間）

管理者

保健師

社会福祉士

管 理 者 ・ 連 絡 先



 (4) 事業の運営にあたっては、保健・福祉・医療・行政・地域との連携に努め,包括

　的に支援します。

※「重要事項説明書」を交
　　付し、同意を得て契約

＊介護予防サービス計画作成 　　を締結します。
　依頼届出書を被保険者証と
  共に北島町役場へ提出します。

※　面談方法は自宅へ訪問
　　したり、センターへの
　　来所により実施。

※　サービス事業者の選定
　　にあたり、複数の紹介
　　を受けられます。
　　計画書に位置づけた
　　事業者の選定理由に
　　ついて説明を求める
　　ことができます。

※　原案について、事業者、
　　主治医等から専門的な
　　意見を聴取します。

※　介護予防サービス計画
　　原案の内容を、利用者、
　　家族等に説明し、同意
　　を得ます。

※　定期的に利用者宅を訪
　　問し状況を確認します。
　　訪問は概ね3ヶ月に1回
　　行います。
　　必要に応じて、計画書
　　の変更等を行います。

※　訪問型サービスBのみの
　　利用の場合等は、初回
　　のみのケアプラン作成
　　となります。

サービス実施状況、利用者状況の把握、評価

北島町地域包括支援センターと契約

利用者及びその家族と面談をし、課題分析（アセスメント）

介護予防サービス・支援計画原案を作成

サービス担当者会議の開催

本人、家族の同意・計画確定（原案から確定へ）
（再度、利用料等の説明をします）

　７（介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの内容等）

要支援認定を受け、要支援１・２と判定された方または、基
本チェックリストにより事業対象者となった方

を行います。（主治医意見書も活用します）

＊被保険者証を確認

介護予防サービス計画書を利用者へ交付

サービス事業所との連絡調整

給付管理：サービス事業者への料金を支払うための必要な
　　　　　書類の作成
要支援認定の申請に係る援助
相談業務



名　　称 北島町地域包括支援センター
電話番号
fax番号
対応時間
名　　称
電話番号
fax番号
対応時間

名　　称
所在地
電話番号
fax番号
対応時間
名　　称 徳島県国民健康保険団体連合会
所在地
電話番号
fax番号
対応時間

　9（緊急時の対応）

　10（個人情報の使用及び秘密保持）
　　　　担当職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持します。利用者及び家族の
　　　個人情報については、介護予防サービス計画に沿って円滑にサービス提供するために実
　　　施される、サービス会議、北島町地域包括支援センター職員と事業者との連絡調整に
　　　おいて必要な場合、必要最小限の範囲において使用することを約束します。
　　　　個人情報の提供、管理、処分にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう
　　　細心の注意を払います。

　　　　ついて、職員に周知徹底を図ります。

　　　　症の予防・まん延防止のための研修・訓練を実施します。

北島町健康保険課

市町村介護保険
相談窓口

　　　①感染症の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会を設置し、その結果に

８：３０～１７：１５

　　　ます。

(０８８)－６９８－８４９４

国保連相談窓口
（介護保険苦情

相談窓口）

　12（感染症の予防及びまん延防止について）
　　　　事業者は、感染症の予防・まん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

　8（相談窓口・苦情対応）
　 (1) サービスに関する相談や苦情については次の窓口で対応いたします。

　 (2) 公的機関においても、次の機関で苦情申出等ができます。

代行事業所
相談窓口

(０８８)－６９８－８９５１
(０８８)－６９７－０５１７

相談窓口

　　　これを北島町に通報します。

徳島県板野郡北島町中村字上地23番地の１

(０８８)－６９８－９８０５

徳島県徳島市川内町平石
(０８８)－６６６－０１１７

管理者　　稲井　敏子

(０８８)－６６６－０２２８

　　　機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告します。

８：３０～１７：００

８：３０～１７：１５

　11（虐待の防止について）
　　　　事業者は、利用者の権利擁護・虐待等の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置
　　　を講じるとともに、虐待または虐待が疑われる場合には、速やかに責任者に報告し、

虐待防止に
関する責任者

　　　　サービス提供時に事故・体調の急変等が生じた場合は、速やかに家族、救急、医療　　　

　　　②研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。

北島町地域包括支援センター

　　　②事業所における感染症の予防・まん延防止のための指針を整備し、職員に対し、感染

　　　　ついて、職員に周知徹底を図ります。

　　　①事業所は虐待防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果に



　　　　事業所は、業務継続計画を策定し、感染症や非常災害時には計画に従って必要な措置
　　　を講じます。また、職員に対し、業務継続計画を周知するとともに必要な研修や訓練を

　　　②職員に対しての暴力、暴言、嫌がらせ、誹謗中傷等の迷惑行為や、ハラスメント行為

　　　　職員の氏名及び連絡先を入院先にお伝えください。

　　　実施します。

　13（業務継続計画などについて）

　14（利用者へのお願い）
　　　　職員は、利用者及びその家族が、信頼関係のもとに安心してサービスを受けられるよ
　　　う、関係法令及び諸規定を遵守し、支援の質の向上に努めていますが、安心安全な環境
　　　で質の高い支援が提供できるよう以下の点について、ご協力ください。

　　　①病院または診療所に入院する場合には、担当職員にご連絡いただくとともに、担当

　　　　や契約を解除する場合があります。
　　　　等により健全な信頼関係を築くことができないと判断される場合には、サービス中止


